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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成28年2月25日(2016.2.25)

【公表番号】特表2014-530627(P2014-530627A)
【公表日】平成26年11月20日(2014.11.20)
【年通号数】公開・登録公報2014-064
【出願番号】特願2014-537358(P2014-537358)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ   5/0784   (2010.01)
   Ａ６１Ｋ  35/12     (2015.01)
   Ａ６１Ｐ  37/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  39/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｎ    5/00     ２０２Ｍ
   Ａ６１Ｋ   35/12     　　　　
   Ａ６１Ｐ   37/04     　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　
   Ａ６１Ｋ   39/00     　　　Ｈ

【手続補正書】
【提出日】平成28年1月7日(2016.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メラノーマを有する被験体に由来する少なくとも１つの成熟樹状細胞を含むメラノーマ
ワクチンであって、
　前記少なくとも１つの成熟樹状細胞は、同じ被験体に由来する少なくとも１つのメラノ
ーマ腫瘍細胞にｉｎ　ｖｉｔｒｏで接触し、
　前記少なくとも１つの成熟樹状細胞に接触する前記少なくとも１つのメラノーマ腫瘍細
胞は、非分裂性、自食性、及び非アポトーシス性であり、
　前記ワクチンは、患者特異的腫瘍細胞ワクチンと比較して優れた長期生存率を提供する
ことに有益である、
　メラノーマワクチン。
【請求項２】
　同じ被験体に由来する少なくとも１つの抗原提示細胞（ＡＰＣ）にｉｎ　ｖｉｔｒｏで
接触させた、インターフェロン－γ（ＩＦＮ－γ）で処理されていない、被験体に由来す
る少なくとも１つのメラノーマ細胞を含み、
　前記少なくとも１つのメラノーマ細胞が自食性及び非アポトーシス性である、
　組成物。
【請求項３】
　前記メラノーマ細胞がＭＨＣクラスＩＩ発現性である、
　請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記ＡＰＣが樹状細胞、マクロファージ、又はＢ細胞である、
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　請求項２に記載の組成物。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのメラノーマ細胞がメラノーマ特異的ペプチドを含み、
　前記メラノーマ特異的ペプチドが前記ＡＰＣに実質的に含まれ、前記ＡＰＣにより部分
的に又は実質的に処理される、
　請求項２に記載の組成物。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのメラノーマ細胞が前記ＡＰＣにロードされる、
　請求項２に記載の組成物。
【請求項７】
　微小管結合タンパク質軽鎖３（ＬＣ３）分析試験により自食作用が実証される、
　請求項２に記載の組成物。
【請求項８】
　７－アミノアクチノマイシンＤ（７－ＡＤＤ）試薬又はアネキシン試薬のうちの少なく
とも１つを用いて前記少なくとも１つのメラノーマ細胞が非アポトーシス性であることが
実証される、
　請求項２に記載の組成物。
【請求項９】
　前記メラノーマ細胞の少なくとも９０％がｉｎ　ｖｉｔｒｏでＩＦＮ－γで処理されて
おらず、前記メラノーマ細胞の１０％未満がｉｎ　ｖｉｔｒｏでＩＦＮ－γで処理されて
いる、
　請求項２に記載の組成物。
【請求項１０】
　メラノーマ特異的抗原に対する免疫応答を刺激するための薬剤の製造における、請求項
２に記載の組成物又は請求項１に記載のメラノーマワクチンの免疫学的な有効量の使用方
法。
【請求項１１】
　前記免疫応答が、ＣＤ４＋Ｔ細胞応答、ＣＤ８＋Ｔ細胞応答、及びＢ細胞応答のうちの
１つ又は複数を含む、
　請求項１０に記載の使用方法。
【請求項１２】
　前記ＣＤ４＋Ｔ細胞応答、前記ＣＤ８＋Ｔ細胞応答、又は前記Ｂ細胞応答が、ＥＬＩＳ
ＰＯＴアッセイ、細胞内サイトカイン染色アッセイ、テトラマーアッセイ、又は抗原特異
的抗体産生の検出により測定することができる、
　請求項１１に記載の使用方法。
【請求項１３】
　前記免疫応答が２年全生存率（ＯＳ）を含む生存期間を含み、前記２年全生存率が少な
くとも６０％である、
　請求項１０に記載の使用方法。
【請求項１４】
　免疫を刺激する量が前記ワクチンの皮下注射用に製剤化される、
　請求項１０に記載の使用方法。
【請求項１５】
　前記ワクチンの注射が、週１回３ヶ月間、次に月１回５ヶ月間与えられるものである、
　請求項１４に記載の使用方法。
【請求項１６】
　同じ被験体由来のメラノーマ細胞及び樹状細胞を含む樹状細胞ワクチンの調製方法であ
って、
　１つ又は複数のメラノーマ細胞を細胞分裂を妨げる薬剤で処理することと、
　前記１つ又は複数のメラノーマ細胞をｉｎ　ｖｉｔｒｏでインターフェロン－γ（ＩＦ
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Ｎ－γ）又はＩＦＮ－γ模倣薬で処理しないことと、
　自食性及び非アポトーシス性であるメラノーマ細胞を選択することと、
　非自食性及びアポトーシス性であるメラノーマ細胞を除外することと、
　前記自食性及び非アポトーシス性であるメラノーマ細胞を１つ又は複数の自己樹状細胞
にｉｎ　ｖｉｔｒｏで接触させるか、又は前記自食性及び非アポトーシス性であるメラノ
ーマ細胞に由来するペプチドを１つ又は複数の自己樹状細胞に接触させることと、
　前記１つ又は複数の自己樹状細胞に、メラノーマワクチンを生成するメラノーマ細胞に
由来する少なくとも１つのメラノーマ由来ペプチドを取得させることであって、前記ワク
チンは、患者特異的腫瘍細胞ワクチンと比較して優れた長期生存率を提供することに有益
である、こととを含む、
　調製方法。


	header
	written-amendment

